
学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程(2110) 

○学校法人東海大学固定資産及び物品管理規程 

（制定 昭和39年９月19日） 

 

改訂 昭和54年４月１日   1997年４月１日 

2008年４月１日   2013年４月１日 

 2014年４月１日    2019年４月１日 

2020年４月１日    2022年４月１日 

2023年４月１日           

   第１章 総則 

（目的） 

第１条 この規程は，学校法人東海大学（以下「この法人」という。）の固定資産及び物品

（以下「物件」という。）の管理に関する基準を定め，その適正な管理を期することを目

的とする。 

（適用範囲） 

第２条 物件の管理は，この規程の定めるところによる。ただし，図書については，別表

による。 

（物件の定義） 

第３条 固定資産とは，学校法人東海大学経理規程（以下「経理規程」という。）第 31 条

に，物品とは，経理規程第 39条にそれぞれ定めるところによる。 

２ 固定資産及び物品は，別表のとおり区分する。 

（管理統括責任者） 

第４条 管理統括責任者は，理事長とし，物件の管理を統括する。 

（管理組織） 

第５条 管理単位，管理単位責任者及び管財責任者は，次のとおりとする。 

(１) 経理規程第６条に定める経理単位を物件の管理単位とする。 

(２) 経理規程第８条に定める経理責任者を管理単位責任者とする。 

(３) 各管理単位の管財担当部署の長を管財責任者とする。 

２ 理事長室は，各管理単位の物件の管理業務を統括する。 

（管理単位責任者，管財責任者） 

第６条 管理単位責任者は，各部署の物件の管理事務を統括する。 

２ 管財責任者は，管財担当者を指名し，所属物件の管理にあたらせる。 

（保管責任者） 

第７条 各部課（科）等の所属長は所属部署の物件の保管責任者となり，管理にあたらな

ければならない。ただし，日常の管理のため保管担当者を指名し，その任務を委任する

ことができる。 

（管理の原則） 

第８条 物件は，常に良好な状態において維持管理するとともに経済性に留意し，有効適

切に運用しなければならない。 

（日常の管理） 

第９条 管財責任者及び保管責任者の日常管理は，別に定める。 

第２章 物件の管理 
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（取得の範囲） 

第１０条 この規程において物件の取得とは，原則として財産の増加を伴う新設，増設，

購入，受贈，交換及び改築改造をいう。 

（取得） 

第１１条 管財責任者は，物件を取得したとき，経理規程第 33 条及び第 40 条に基づき，

次の各号により処理しなければならない。 

(１) 有形固定資産については，固定資産台帳に登録し，登記済証その他関係書類，図

面等を固定資産台帳とともに整理保管する。 

(２) 機器備品については，別表の区分に従い，資産番号を記入したラベルを貼付する。 

(３) その他の固定資産のうちソフトウェアについては，有形固定資産に準じて台帳に

登録する。 

(４) 用品については，ラベルを貼付する。 

(５) 消耗品については，管理上必要があると認められる場合，校品ラベルを貼付する。 

(６) 科学研究費助成事業による換金性の高い物品の取り扱いについては，別に定める。 

（損害保険） 

第１２条 有形固定資産を取得したとき又は保険期間が満了したときは，適切な条件で保

険契約の締結又は継続の手続をしなければならない。 

（交換，受贈） 

第１３条 固定資産の交換又は受贈については，理事長の承認を得なければならない。た

だし，別に定める委任限度以内のものについては，管理単位責任者の承認をもってこれ

に代える。 

２ 交換又は受贈については，第 11条及び第 20条の手続を準用する。 

（修繕） 

第１４条 固定資産の修繕を実施したときは，別に定める手続により記録しなければなら

ない。 

（物件の価額） 

第１５条 物件の価額は，経理規程第 32条に定めるところによる。 

２ 増設及び改築改造を実施した物件の価額は，取得価額に新たに増設，改築改造に要し

た経費を加算した合計額又は構成部品の価額の合計額とする。 

（移管） 

第１６条 施設・設備を移管するときは，別に定める手続による。 

（移動） 

第１７条 施設・設備を移動するときは，別に定める手続による。 

（返納） 

第１８条 設備を返納するときは，別に定める手続による。 

（滅失，破損） 

第１９条 使用中の施設・設備について滅失又は破損の事実を発見したときは，別に定め

る手続による。 

（固定資産の除却） 

第２０条 固定資産を除却するときは，理事長の承認を得なければならない。ただし，別

に定める委任限度以内のものについては，管理単位責任者の承認をもってこれに代える。 
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（校外持出し） 

第２１条 機器備品を校外に持出しするときは，別に定める手続による。 

（報告） 

第２２条 管理単位責任者は，固定資産の管理に必要な事項を理事長に報告しなければな

らない。 

（減価償却） 

第２３条 経理規程第 36条に基づき，毎会計年度減価償却の計算を行う。 

２ 減価償却は，定額法により行う。 

３ 土地，図書，建設仮勘定，ソフトウェア仮勘定及び美術品については，減価償却を行

わない。 

（管理帳簿） 

第２４条 物件の管理に使用する帳簿等の種類及び様式は，別に定める。 

（帳簿等の保存期間） 

第２５条 物件の管理に関する帳簿及び書類等の保存期間は，別に定める。 

第３章 借用物件の管理 

（借用物件の管理） 

第２６条 借用物件の管理は，別に定める手続のほか，この規程を準用する。 

第４章 雑則 

（その他の固定資産） 

第２７条 その他の固定資産のうちソフトウェアの管理は，有形固定資産に準じて行う。 

（規程の改廃） 

第２８条 この規程の改廃は，稟議により承認を受けなければならない。 

（実施に関する必要事項） 

第２９条 この規程を実施するために，必要な事項及び管理事務手続については，別に定

める。 

付 則 

この規程は，昭和 39 年９月 19日から施行する。 

付 則（2023年４月１日） 

この規程は，2023年４月１日から施行する。 
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別表 
固定資産及び物品分類表 

 
種    別 

 
摘                  要 

有 
 
 
 

形 
 
 
 

固 
 
 
 

定 
 
 
 

資 
 
 
 

産 

 
土   地 
 

 

 
建   物 
 

付属設備を含む。 

 
構 築 物 
 

 

 
機 械 器 具 
 

別冊に定める「機器備品及び用品分類表」により細分類す 
る。 

 
備   品 
 
 
学 校 用 品 
 
 
図   書 
 

固定資産及び物品管理施行細則（別表１）による。 
図書の取り扱いについては，図書を扱う管理部署による。 

 
船   舶 
 

 

 
車   両 
 

 

 
舟   艇 
 

舟艇：５ｔ以上 20ｔ未満 
ヨット・モーターボート：５ｔ未満 

 
建設仮勘定 
 

 

そ
の
他
の 

固
定
資
産 

ソフトウェア  

物 
 

品 

 
用   品 
 

換金性の高い物品：パーソナルコンピュータ，タブレット，
デジタルカメラ，ビデオカメラ，テレビ，録画機器等 

 
消 耗 品 
 

換金性の高い物品：パーソナルコンピュータ，タブレット，
デジタルカメラ，ビデオカメラ，テレビ，録画機器等 

注）有形固定資産の各種別には，所有権移転外ファイナンス・リース契約により 

取得した，リース資産を含む。 


